
厚真町行政視察受入に関する要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、厚真町が行政視察（以下「視察」という。）を受入れ、

保有する行政情報を提供する際の費用徴収に関し、必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

（事務分担） 

第２条 視察の受付に関する事務は、まちづくり推進課において行う。 

２ 視察の対応は、当該視察の目的事項を所管する課等（以下「所管課」と

いう。）において行う。 

（視察の申込） 

第３条 視察を希望する者（以下「視察者」という。）は、行政視察申込書（様

式第１号）を町に提出するものとする。 

（受付） 

第４条 町は、前条の規定による申し込みを受けたときは、所管課と受入の

可否について協議し、その結果を、行政視察決定通知書（様式第２号）に

より、視察者に通知する。 

２ 所管課は、円滑な視察を行うため、必要な事項について視察者と事前に

調整を図るものとする。 

（視察費用の徴収） 

第５条 町は、視察に伴う資料等の費用（以下「視察費用」という。）として、

次の各号に掲げる額の合計額を徴収する。 

(1) 基準額 

基準額は、１名につき 2,000 円とし、町内の宿泊施設で宿泊する者は、

１名につき 1,000 円とする。ただし、視察の過程において有料施設の入

館料等が発生した場合の費用については視察者が別に負担するものと

する。 

(2) 加算額 

視察１件につき、標準所要時間は２時間とし、視察時間が標準所要時



間を超えたときは、超過時間１時間ごとに 2,000 円加算する。 

 （視察費用の免除） 

第６条 町は、次の各号に掲げる視察者については、前条の規定による費用

を免除することができる。 

  (1) 国または都道府県の機関及び国または都道府県の公選職等 

  (2) その他免除が適当と認められる者 

 （視察費用の取り扱い） 

第７条 視察費用は、前納（雑入）とする。ただし、町が特に特別な事由が

あると認めるときは、この限りでない。 

２ 前項の規定により前納した視察費用は、いかなる場合もこれを還付しな

い。 

 （補足） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。 


